
現在、アジアでアフリカ豚熱の発生が

拡大しており、中国等から違法に持ち込

まれた肉製品から、アフリカ豚熱ウイル

スが検出されています。

○ほとんどの畜産物は国内に持ち込むことはできません。

○畜産物とは、肉やソーセージ・ハム・餃子等の肉製品

等です。

○輸入可能な地域のお土産や個人消費用であっても、輸

出国の政府機関が発行する検査証明書のないものにつ

いては国内への持込みができません。

万が一、国内の豚やいのししが感染した

場合、甚大な被害が発生してしまいます。
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